
令和５年度第１回通常理事会議事録

Ⅰ 会議開催の日時及び開催方式

１ 日  時 令和５年５月１０日 

１３時００分から１５時００分まで 

２ 開催方式  オンライン開催（Zoom Meetingsを使用しての開催）

Ⅱ 議決権のある構成員総数、構成員の議決権総数、定足数及び出席者数等

１ 議決権のある構成員総数  ７名 

２ 構成員の議決権総数 ７名 

３ 定足数 ４名 

４ 出席者数 ７名

５ 出席した理事及び監事

(1) 出席理事  十河英史、宮健司、岩渕範好、守山忠男、田野岡肇、 

 齋藤俊治、杉埜富雄 

(2) 出席監事  滝澤成、古屋強 

６ 議 長  十河英史 

Ⅲ 議  案（審議事項及び議決事項）

  第１号議案  令和４年度事業報告承認の件 

  第２号議案  令和４年度決算報告承認の件 

  第３号議案  役員候補者の件 

  第４号議案  諸規程の制定及び改正の件 

第５号議案  その他の件

Ⅳ 報告事項

  報 告 １  代表理事の職務執行状況報告の件 

報 告 ２  賛助会員入会の件 

  報 告 ３  感謝状贈呈・表彰状授与の件

Ⅴ 開  会 

令和５年度第１回通常理事会をオンラインで開催するに際し、使用するアプ

リケーションソフトウェア（Zoom Meetings）が、正常に作動し、出席者全員

の音声と画像がそれぞれのモニター画面を通じて共有され、適時、的確にお互

いが意見を表明できる状態に調整されており、出席者が一堂に会したのと同等

の相互に十分に議論できる環境下にあることを、出席者全員が確認した。 



 
 

定刻、総務部長が令和５年度第１回通常理事会の開会を宣言した。 
 

 
Ⅵ 会長挨拶 

会長が、要旨次のとおり挨拶された。 
先週、４年ぶりにコロナの制約がほぼ無い大型連休となり、各地は多くの

人々で賑わった。また、今週から感染症法上の分類が２類から５類に引き下げ

られるなど、ようやく日常が戻ってきたと感じられる。世界情勢を見渡すと、

様々な懸念事項もあるが、少し明るい手応えを感じる。 

雇用情勢を見ると、今年に入り３か月連続して全国の有効求人倍率は減少し、

3月の完全失業率は前月から増加するなど気になる点もあるが、有効求人倍率

はすべての都道府県で 1 倍を上回っており、緩やかに持ち直していると言わ

れている。ただ、昨今の急激な物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要

があるとの指摘もあり、賃金引上げの動向と併せ、労働環境の変化等を、引き

続き注視しておく必要があると考える。 

当連合会の事業を取り巻く環境は、長引いたコロナ禍の影響や、価格要素が

大きく働く総合落札方式への対応といった厳しい状況が続くなど、様々な課題

を抱えているが、適正な労働条件の確保等の法人目的に沿って適切に事業を展

開することが期待されており、これからもネットワークを構成する皆さん方と

力を合わせて、一層の信頼を得るべく丁寧、かつ、効果的に事業を運営するこ

とをお願いしたい。 
 

Ⅶ 議事の概要 
 １ 会長の議長就任 
   定款第３８条の規定に基づき、会長が議長に就任した。 
 
 ２ 定足数の確認等 
   総務部長が、議決権のある構成員総数７名、構成員の議決権総数７名、定

足数４名、本日の出席者は理事全員７名であると報告した。 

 
 ３ 会議の有効成立宣言 
   議長は、総務部長の報告を受けて、本通常理事会は、定款第３９条に規定

する定足数（理事の過半数の出席）を充足しており、有効に成立しているこ

とを宣言した。 
 
 ４ 議事録署名人の指定 



 
 

   議長が、本会議の議事録署名人は、定款第２２条第２項の規定によると

「出席した代表理事及び監事」となっているとして、出席代表理事（会長及

び副会長）２名と出席監事２名を指定した。 
 
 ５ 議事経過の要領及びその結果 
 【審議事項及び議決事項】 
  (1) 第１号議案 令和４年度事業報告承認の件 

  (2) 第２号議案 令和４年度決算報告承認の件 

第１号議案と第２号議案は相互に関連性を有するので、議長は両議案

を一括上程し、事務局長が要旨次のとおり説明した。 

【令和４年度事業報告】 

ア 公益目的事業１（教育・研修事業）の「労務管理セミナー」、「衛生

管理者免許試験受験準備講習会」、「働くときのＡ・Ｂ・Ｃセミナー」、

「個別労働紛争解決研修（基礎・応用等）」、「外国人技能実習制度関係

者養成講習」の実施結果、「新任人事労務・安全衛生管理担当者研修(仮

称)」の進捗状況並びに今後の課題など。 

イ 公益目的事業２（情報提供事業）の「労働基準関係判例情報の提供」、

「メールマガジンの発行」の実施結果など。 

ウ 公益目的事業３（国等からの受託事業）の「個別労働紛争の防止・

解決のための労働法制普及・啓発事業」、「労働者派遣事業者の適正化

推進事業」、「過重労働解消のためのセミナー及び過重労働解消キャン

ペーンに関する広報事業」、「労働法教育に関する支援対策事業」、｢労

働条件ポータルサイト『確かめよう労働条件』の設置・運営における

労働基準法等の情報発信事業｣、「受動喫煙防止対策等セミナーの開

催」、「インターネット監視による労働条件に係る情報の収集事業」、

「外国人労働者安全衛生管理支援事業」、「労働基準 HPの編集」、｢労働

問題に関する調査研究｣に係る事業成果など。 

エ 収益事業（広報・出版事業）、共益目的事業の実施結果など。 

 

【令和４年度決算報告】 

貸借対照表、貸借対照表内訳表、正味財産増減計算書、正味財産増減

計算書内訳表、附属明細書、財産目録により、令和４年度の収支並びに

財産の状況等を説明。 

 

議長からの求めに応じ、監事が定款第１５条の規定に基づき、令和４

年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書、理事の職



 
 

務執行状況の監査、法人の業務及び財産状況の調査の対象とその方法を

報告した後、要旨次のとおり、監査結果を報告した。 

ア 業務監査の結果 

① 理事の職務執行に、不正の行為、法令又は定款に違反する事実は

認められない。 

② 法人の業務は、法令、定款及び規程等を遵守し、適正に運営され

ているものと認める。 

③ 事業報告及びその附属明細書は、正しく表示されており、不当な

事項は認められない。 

イ 会計監査の結果 

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法令、公益法人会

計基準及び定款等に基づき、法人の財産及び損益の状況を正しく表示

しているものと認める。 

 

以上の説明と報告を受けて審議した結果、第１号議案と第２号議案は、

ともに全会一致で可決された。 

 

  (3) 第３号議案 役員候補者の件 

議長は第３号議案を上程し、事務局長が要旨次のとおり説明した。 

ア 当連合会の理事及び監事の任期は、法人法の規定に基づき、定款第

１７条第１項・第２項で「選任後２年以内に終了する事業年度のうち、

最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない」

こと、「任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任

期は、前任者の任期の満了するときまでとする」ことと定めているこ

と。よって、現在就任いただいている理事及び監事の任期は、令和５

年度通常総会終結のときまでとなること。 

イ 今回は、理事１名から任期満了に伴う退任の申し出があること。 

ウ 本理事会では、５月２５日に開催する通常総会で選任していただく

役員候補者についてご審議願いたいこと。なお、候補者は議案書の役

員候補者名簿のとおりであること。 

エ 各候補者の就任予定日は、候補者名簿に記載のとおりであること。

また、５月２５日に開催する通常総会で新任又は再任された役員の任

期は、令和７年度通常総会終結のときまでとなること。 

 

以上の説明を受けて審議した結果、第３号議案は、全会一致で原案ど

おり可決された。 



 
 

 

  (4) 第４号議案 諸規程の制定及び改正の件 

議長は、第４号議案を上程した後、議案について事務局長が説明した。 

このあと、第４号議案は、今後の過程で、条項の加除や字句修正の必

要が生じた場合には、会長に一任いただくことを含めて、全会一致で可

決承認された。 

 

  (5) 第５号議案 その他の件 

議長は、第５号議案として令和５年度通常総会の目的である事項の追

加として任期満了に伴う役員の選任の件を上程した後、議案について事

務局長が説明した。 

このあと、第５号議案は、全会一致で可決承認された。 

その他に議案として審議すべき事項がないか諮ったところ、議案とし

て提出されたものはなかった。 

 

 【報告事項】 

  (1) 代表理事の職務執行状況報告の件 

代表理事が、公益社団法人の運営に関する職務（内閣府への事業計画

書・収支予算書の提出、支部人事関係等）及び各種事業の運営に関する

職務の執行状況を報告した。 

 

  (2) 賛助会員入会の件 

会長が、要旨次のとおり報告し、理事会が全会一致で同意した。 

ア 賛助会員の入会は、定款第６条第３項で「会長がその入会を次の理

事会に報告し、その同意を得なければならない」と規定していること。 

イ 当連合会の目的、事業活動に賛同し入会の申込みのあった第１種賛

助会員 1事業場（１口）について審査の上、これを承認したこと。 

ウ 賛助会費は、定款第７条第３項で「その２分の１は公益目的事業会

計のために充当する」と規定していることから、公益社団法人にとっ

て非常に重要な要素を占めていると考えていること。 

 

  (3) 感謝状贈呈・表彰状授与の件 

事務局長が、要旨次のとおり報告した。 

全基連の発展に寄与するとともに、全基連が行う事業活動に尽力し、

広く事業場における一般労働条件の改善等に顕著な功績のあった個人

又は団体を表彰している。今年度は、熊本県労働基準協会から推薦のあ



 
 

った１名について、表彰審査委員会で検討した結果、表彰状を授与する

ことが決定したこと。 

 

Ⅷ 閉 会 

以上、通信用アプリケーションソフトウェア（Zoom Meetings）を用いてオ

ンラインにより開催した令和５年度第１回通常理事会は、当該アプリが終始正

常に作動した結果、議事並びに報告の全部を支障なく終了したので、議長が閉

会を宣言した。  




